
玉名市指定管理候補者選定委員会における候補者の選定結果概要 

 

（担当：健康福祉部 総合福祉課） 

１ 施設名 玉名市福祉センター 

２ 施設の概要 ⑴ 建築延床面積  ２，６６８．３１㎡ 

（建築構造 鉄筋コンクリート造 ３階建） 

⑵ 使用時間  会議室等     午前９時から午後５時まで 

        浴場・休憩室   午前８時３０分から午後４時まで 

        ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ    午前９時から午後１０時まで 

⑶ 休館日   日曜日、祝日、12 月 28 日～1月 4日（年末年始） 

⑷ 使用料 

入浴料及び休憩室使用料 

区分/種別 市内利用者 市外利用者 

６０歳以上 １００円 ２００円 

＊ 浴場・休憩室は、６０歳以上の方及びその介護の方のみ利用できます。   

部屋使用料 

区分/種別 
9 時から 

12 時まで 

13 時から 

17 時まで 

9 時から 

17 時まで 

冷・暖房使用時 

1 時間当たり 

ふれあい広場 1,880 円 2,510 円 4,290 円 310 円 

会議室Ａ 620 円 830 円 1,360 円 100 円 

会議室Ｂ 1,250 円 1,670 円 2,820 円 200 円 

大広間Ａ 1,880 円 2,510 円 4,290 円 310 円 

大広間Ｂ 1,880 円 2,510 円 4,290 円 310 円 

大広間Ａ・Ｂ 3,770 円 5,020 円 8,590 円 620 円 

控え室 620 円 830 円 1,360 円 100 円 

機器使用料 

機 器 名 1 時間当たり 

カラオケセット 520 円 
 

３ 

募
集
概
要 

募集方法 非公募 

（理 由） 

本市は、住民の福祉サービスへの多様化・高度化により幅広い福祉施策が求められる中、

とりわけ少子高齢化や孤独化などに伴い、地域福祉に対するきめ細やかな施策が重要になっ

ています。 

包括支援センター、介護予防事業、福祉バス運行事業、ファミリーサポートセンター事業、

ボランティアセンター管理運営事業など、市が行う種々の福祉サービスは、現在、社会福祉

法人玉名市社会福祉協議会が受託して事業を行っており、市の福祉施策や方針を熟知してい

ることから、事業の安定的かつ継続的な実施が確保されています。 

また、当協議会は、民生委員児童委員連絡協議会をはじめとした各種団体との連絡調整・

事務支援を行っているほか、住民福祉の向上を図ることを目的として、高齢者サポーター及

び認知症サポーターの養成講座、心配ごと相談、元気づくり教室、福祉サービスの利用援助

や金銭管理等の支援などの自主事業にも取り組んでいます。これらの事業は、当該施設を事

業・サービス提供の活動拠点としており、事業を通じて地域のニーズに適切に対応し、地域

住民との信頼関係を構築されています。 

加えて、運営面では、積極的に事務改善や経営基盤の強化を図っており、今後も当該施設

の安定的な管理運営が見込まれます。以上の理由から公募は実施せず、社会福祉法人玉名市

社会福祉協議会を、引き続き指定管理者の候補として選定するものです。 



募
集
内
容 

指定期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

業務内容 ⑴ 施設の運営及び事業に関すること。 

 ① 福祉相談、ボランティア養成、社会福祉関係団体の活動助成等の福祉サービスに関す 

ること。 

 ② 自主的な福祉活動のための各種情報又は施設の提供に関すること。 

 ③ 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人が行う事業に関 

すること。 

 ④ ボランティアセンターの運営に関すること。 

 ⑤ 福祉増進を図る自主事業に関すること。 

⑵ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

 ① 施設の使用許可や予約調整、利用料金の徴収、利用状況等の記録  

 ② 光熱費、水道料、燃料費、通信運搬費の支払い 

 ③ 温泉等の法定点検 

 ④ 敷地内の除草作業、樹木の手入れ 

⑤ 事故等緊急時の対応及び所管課への報告 

⑶ その他、玉名市福祉センターの管理に関する事務のうち、行政財産の目的外使用許可（地 

方自治法第２３８条の４第７項）、不服申立に対する決定（同法第２４４条の４）など法

令等により市長のみの権限に属することを定められている事務を除く業務 

指定管理料の基

準額（５か年分） 
１１２，９５０千円（消費税及び地方消費税を含む） 

４ 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

審査方法 ５つの審査基準毎に審査項目、審査内容を定め、審査内容１つに対して３点から２０点を

配点（ただし、審査基準「住民の平等な利用を確保」に関する審査内容については、点数と

せず、「適・否」で判断）。 

それぞれの審査内容を採点し、指定管理候補者として適当な団体であるか否かについて委

員会の選定意見をまとめる。 

選定委員会の委員 副市長、企画経営部長、健康福祉部長、有識者（税理士、区長協議会委員、民生委員）  

計６人 

審査基準 別添審査基準表のとおり 

審査経過 玉名市福祉センター指定管理候補者選定委員会 

（開催日）令和６年１０月１６日 

（内 容）導入方針、事業計画、収支計画その他提出資料の説明、質疑、審査及び採点 

審
査
結
果 

指定管理候補者 社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会のみ 

評価結果及び 

選定理由 

１ 評価結果 

  別添「玉名市福祉センターの指定管理候補者選定委員会集計表」のとおり 

２ 選定理由 

   別添審査基準表により各委員が採点しました。 

   適切な管理と効率的業務遂行が期待できると評価されました。 

   なお、申請者の指定管理料の申請額は、次のとおりです。 

    申請者の管理料総額（５年間分） 

 社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会 １１２，９０２千円 

＊ 上記金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。 

 上記の結果、全委員の合意により「社会福祉法人 玉名市社会福祉協議会」を指定管理候

補者として適当であると判断しました。 

 



審査基準表（玉名市福祉センター） 

審査基準 審査項目 審査内容 配 点 

事業計画書の内容

が、住民の平等な

利用を確保するこ

とができるもので

あるか。 

施設の設置目的及び市が示

した管理の基準 

施設の設置目的を理解しているか。 

適・否 

市が示した管理基準と法人その他の団体が提案し

た運営方針が合致するか。 

申請者の経営モラルは適切か。 

住民の施設の平等な利用の

確保 

利用申込等が公平な利用を確保するものとなって

いるか。 

生活弱者等へ配慮がなされているか。 

事業の内容に偏りがないか。 

＊ 選定委員会で否と判断された場合は失格とし、以下の採点は実施しません。 

１ 事業計画書の

内容が、当該公の

施設の効用を発揮

させるとともに、

市が管理する場合

に提供するサービ

スと同等以上のサ

ービスを提供する

ことができるもの

であること。 

利用者の増加を図るための

具体的手法及び期待される

効果 

施設の設備及び機能を十分に活用した提案となっ

ているか。 

５６ 

年間の広報計画の内容は適切か。 

地域、関係機関、ボランティア等との連携が図られ

ているか。 

サービスの向上を図るため

の具体的手法及び期待され

る効果 

サービス向上のための取組内容は適切か。 

自主事業の提案は実現可能か。 

自主事業は施設の設置目的に沿い、管理業務との相

乗効果が期待できるか。 

全体的に施設の設備及び機能を活用した内容とな

っているか。 

施設の魅力、独自性及び立地条件等を生かした自主

事業となっているか。 

市民が気軽に参加したくなるような自主事業とな

っているか。 

利用者ニーズの把握やその対応策が適切か。 

施設等の維持管理の内容、

適格性及び実現の可能性 

求めている実施水準が事業計画書で提案されてい

るか。 

玉名市入浴施設衛生管理マニュアルを理解し、マニ

ュアルに沿った適切な対応が可能か。 

施設管理及び入浴時の事故防止や防犯防止等安全

管理は適切か。 

環境に配慮した管理運営となっているか。 

２ 収支計画書の

内容が、当該公の

施設の管理の業務

に係る経費の縮減

が図られるもので

あること。 

施設の管理運営に係る経費

の内容 

提案価格の得点 

（市が示した基準価格をどの程度下回っているか。） 

小配点 

２０ 

３６ 

必要な経費を見積もっているか。 

小配点

１６ 

管理運営経費の縮減に取り組む提案とな

っているか。 

収支計画の内容、適格性及

び実現の可能性 

収入及び支出の積算と事業計画との整合

性は図られているか。 

収支計画の実現の可能性はあるか。 

３ 事業計画書に 安定的な運営が可能となる 申請者の経営状況（財務状況）は健全かつ安定した ３０ 



沿った管理を安定

して行う物的能

力、財政的能力及

び人的能力を有す

るものであるこ

と。 

財政的基盤 ものであるか。 

金融機関等の支援体制は十分か。 

安定的な運営が可能となる

人的能力 

職員構成、職員数は十分か。 

職員の指導育成及び研修体制は十分か。 

職員の採用及び確保の方策は適切か。 

良好な管理運営の可能性 実績からして、福祉センターを良好に管理運営でき

る可能性はどうか。 

４ 福祉の増進に

関すること 

設置目的の達成 地域福祉の増進に対するきめ細かなサービス・事業

が期待できるか。 
１０ 

５ その他、当該公

の施設の設置目的

を達成するために

必要と認める事

項。 

情報の管理 個人情報保護のための適切な措置がとられている

か。 

１８ 

公益性の理解 公の施設の管理に関し、公益性の理解があるか。 

情報公開 玉名市情報公開条例の規定について、理解がある

か。 

危機管理体制 災害その他緊急時の危機管理体制が確立されてい

るか。 

人権擁護 人権擁護のための適切な措置がとられているか。 

苦情解決の方法 苦情解決の方法のための適切な措置がとられてい

るか。 

合      計 １５０ 

 

 

玉名市福祉センター指定管理候補者選定委員会採点集計表 

選定基準 審査項目 配点 指定管理候補者 

 事業計画書の内容

が、住民の平等な利

用を確保することが

できるものである

か。 

施設の設置目的及び

市が示した管理の基

準 

適・否 適 
住民の施設の平等な

利用の確保 

１ 事業計画書の内

容が、当該公の施設

の効用を発揮させる

とともに、市が管理

する場合に提供する

サービスと同等以上

のサービスを提供す

ることができるもの

であること。 

利用者の増加を図る

ための具体的手法及

び期待される効果 

３３６点 

（56 点×６人） 
274 サ－ビスの向上を図

るための具体的手法

及び期待される効果 



施設等の維持管理の

内容、適格性及び実現

の可能性 

２ 収支計画書の内

容が、当該公の施設

の管理の業務に係る

経費の縮減が図られ

るものであること。 

施設の管理運営に係

る経費の内容 

２１６点 

（36 点×６人） 
85 

収支計画の内容、適格

性及び実現の可能性 

３ 事業計画書に沿

った管理を安定して

行う物的能力、財政

的能力及び人的能力

を有するものである

こと。 

安定的な運営が可能

となる財政的基盤 

１８０点 

（30 点×６人） 
144 

安定的な運営が可能

となる人的能力 

良好な管理運営の可

能性 

４ 福祉の増進に関

すること 
設置目的の達成 

６０点 

（10 点×6人） 
60 

５ その他、当該公

の施設の設置目的を

達成するために必要

と認める事項。 

情報の管理 

１０８点 

（18 点×６人） 
89 

公益性の理解 

情報公開 

危機管理体制 

人権擁護 

苦情解決の方法 

合計 
９００点 

（150 点×６人） 
652 

 

 

 

 

 

 

 

 


